
　　平成 29 年 3 月

　　令和 4 年 3 月

　　令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,662 円 3,707 円

3,759 円 3,728 円

3,759 円 3,788 円

③ 組　織

別添２－1

滝川市下水道事業経営戦略（個別排水処理施設事業）

団 体 名 ： 　　滝川市

事 業 名 ： 　　個別排水処理施設事業

策 定 日 ：

改 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

　平成９年度
　（24年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　平成21年4月1日法適
　（一部適用）

整備済浄化槽基数（人口）
処 理 区 域 内 人 口 密 度

　235基（572人） 　0.2人/ha　　　　
※（令和２年度末現在）　

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　無

処 理 区 数 　下水道認可区域以外（２処理区）

処 理 場 数 　235基（令和２年度末現在）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　人口密度が低いため公共下水道を敷設すると費用対効果が見込めない当事業処理区において、河川等
の水質保全と住民が下水道処理区域と同様の水洗化を享受することを目的に、投資費用が下水道と比較し
て安価である合併処理浄化槽公設事業を平成9年度より開始。平成28年度策定の生活排水処理基本計画
に基づき、整備を継続している。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　7㎥まで： 　1,263円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※資産維持費の算定：無
　超過使用料　8㎥以上：　1㎥につき192円　　　　　　　　　　　　　　　　　※公共下水道事業と同一使用料設定 

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　15㎥まで： 　3,060円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※資産維持費の算定：無
　超過料金　 　16㎥以上：　1㎥につき243円　　　　　　　　　　　　　　　　※公共下水道事業と同一使用料設定

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　福祉用（基本使用料を減免した額は一般会計から繰入金として補てん）　　
　基本使用料　7㎥まで： 　710円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※資産維持費の算定：無
　超過使用料　8㎥以上：　1㎥につき192円　　　　　　　　　　　　　　　　　※公共下水道事業と同一使用料設定

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

令和２年度 令和２年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料（税抜き）をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（税抜き、家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数 　技術職員1名、事務職員2名、会計年度任用職員1名　　※公共下水道事業と併せて職員配置

事 業 運 営 組 織 　建設部（技術：土木課、事務：都市計画課）

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析・・・（別紙１参照）

（１） 合併処理浄化槽設置基数と使用料収入の予測

（２）

（３）

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　合併処理浄化槽の保守点検及び定期清掃業務を委託

 イ　指定管理者制度 　採用していない

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 　採用していない

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）*4

　採用していない

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）*5

　採用していない

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　市としての政策事業であり、一般会計からの繰入金により黒字確保しているため、現状において収支に大きな問題は生じていないが、労
務単価の上昇等に伴い汚水処理原価の上昇及び経費回収率の減少など、今後の経営に悪影響を及ぼす要因があることが懸念される。主
な項目の現状分析は以下のとおり。

①経営の健全性・効率性の分析
・労務単価の上昇に伴い、保守点検及び定期清掃業務（汲み取り）費用等の固定経費並びに減価償却費が増加しており、
  汚水処理原価は上昇傾向にある。
・経費回収率は類似団体と同様に約50％で推移、他会計補助金等一般会計からの繰入金によって経常収支比率は100％以上で推移して
  いる。
・流動比率は200％以上を確保しており増加傾向にあるものの、企業債残高対事業規模比率は類似団体と比較して低い。
②老朽化の状況の分析
・有形固定資産減価償却率は類似団体と比較して低くなっており、耐用年数を経過した合併処理浄化槽は無い。

２．将来の事業環境

施設の見通し

組織の見通し

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

　平成9年度個別排水処理施設事業に着手し、住宅新築や単独処理浄化槽の切り替えによって設置基数はほぼ計画基数どおりに推移して
おり、処理区域の水洗化は今後も緩やかに進むものと予測される。決算実績から、当初使用料見込と比較し約3％の使用料収入増を見込
んだ。

　整備基数は令和2年度末で合計235基、その多くが事業開始年度初期に整備されたものであり、平成16年以前に敷設した合併処理浄化
槽106基（全体の約45％）が10年以内に現在の耐用年数である 28 年を超える見通しにある。

　公共下水道事業と併せて事業を実施（同職員）していることにより効率的な組織体制となっている。欠員が出た際のリスクマネジメントも含
め業務の平準化を図るとともに、職員がノウハウの継承を行えるよう業務の共有化等を行っている。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標 ○生活排水処理基本計画に基づいた計画的な合併処理浄化槽整備事業の継続

○資本的収入に関する事項
・企業債・・・交付税算入されることから、適債性のある事業費を全額計上。借入期間は施設の耐用年数に合わせ28年とする（5年据置）。
　　　　　　　利率は、令和3年度まで0.6％（現在）を適用し、以後毎年度0.1％上昇と推計。
・出資金・・・資本的支出総額から受益者分担金及び長期前受金戻入額（うち受益者分担金、補助金分を除く。）を減じた額。

○資本的支出に関する事項
・建設改良費・・・生活排水処理基本計画に基づき令和5年度以降各年7基10,500千円を計上。現時点では、耐用年数を超える合併処理
　　　　　　　　　　浄化槽はないが、前述のとおり中長期的には令和8年度以降、事業開始年度に設置した浄化槽から順次、現在の耐用年
　　　　　　　　　　数を経過する。一方で「計画的・予防保全的な機器交換や補修等の長寿命化対策を実施した場合の浄化槽寿命を50年※」
　　　　　　　　　　とされており、当市では公設の浄化槽として同様の維持管理を事業開始以来実施しているため、耐用年数経過後すぐに
　　　　　　　　　　設置した浄化槽が使用不能となる可能性は低いものと判断し、更新費用及び資産維持費は現段階において未計上とした。
　　　　　　　　　　また、今後の維持費用負担の増大見込を受け、当初予算時の事業費及び予定基数以上の投資は行わないこととする。
　　　　　　　　　　※「令和2年度浄化槽長寿命化計画の策定に係る調査検討業務報告書（環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理
　　　　　　　　　　　推進課）」P.18注釈
・起債償還額・・・令和9年度をピークに緩やかに減少していく見込みとなっている。

目 標 ○収入の確保

　平成28年度策定の生活排水処理基本計画において、「良好な生活環境を確保」すると共に、「生活排水の適正な処理」を図るため、生活
排水対策の基本として「水の適正利用に関する啓発」と「生活排水処理の普及」に努め、公共用水域の水質改善を図ることにとどまらず、充
実した住みよいまちづくりに資することを基本方針としている。

　以上のことから、経営戦略における基本方針としては、これらを実現するため「安定した事業の継続」を基本方針とする。

○収益的収入に関する事項
・営業利益（使用料収入の見通し及び繰入金に関する事項）
　　　　　　　　　　・・・当該事業開始の際、下水道処理区域との公平性を念頭に公共下水道事業と使用料体系を同一設定とする政策
　　　　　　　　　　　　であっため、公共下水道事業に使用料を準じる条例規定（滝川市個別排水処理施設条例第12条）とした。
　　　　　　　　　　　　そのことから、同使用料の見直しが行なわれた場合は、それに合わせて使用料を変更するものとする。
・営業外利益・・・・・他会計補助金は、福祉減免額を含め費用不足分を一般会計からの繰入額として計上、基数も増加し増加傾向にある。
　　　　　　　　　　　　他会計負担金は、起債臨時措置額に係る一般会計からの繰入予定額を計上、繰入額により計画期間は純利益計上。
・長期前受金戻入・・・・・資産の償却分を計上。

○収益的支出に関する事項
・営業費用について
　　修繕費・・・・・・・・・・・・経年劣化と基数増に伴い増加すると想定、令和2年度比で令和8年度は約50％増、令和13年度は約100％増を
　　　　　　　　　　　　　　　 計上。
　　手数料及び委託料・・・令和2年度/平成28年比の労務単価が平均で約16％、燃料単価は平均で約20％増加しており、今後も同様に
　　　　　　　　　　　　　　　上昇すると想定し計上。
　　減価償却費・・・・・・・・基数増に伴う分を計上。
・営業外費用・・・・・・・・・起債償還は元利均等払いのため経年に伴い支払利息は減少する。

○収益及び補てん財源等に関する事項
・上記の維持管理費及び資本費の増加に伴いキャッシュフローが悪化するものの、一般会計からの繰入金増加によって各年度純利益
及び補てん財源等が確保され、計画期間内において資金不足額は発生しない。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

広域化・共同化・最適化に関する事項

　政策的な事業として経費等の費用不足分を一般会計からの繰入金で補てんしている
ため、個別排水処理施設事業の経費回収率は約50％であり、100％以上である公共下
水道事業と比べ著しく低い状況にある。今後同様に事業を継続した場合、経費も基数も
増加することから、補てん額である一般会計からの繰入金は増え続ける状況にある。
　今後の「安定した事業の継続」のためには、一般会計からの繰入金に依存する状況が
懸念されるので、立地適正化計画や生活排水処理基本計画等、他の計画の趣旨も踏ま
え、事業手法の見直しを検討する。

投資の平準化に関する事項
　設置した浄化槽の保守を継続することで劣化状況を適宜把握し、更新に必要となる具
体的な費用の把握に努め、次期計画への反映を検討する。

使用料の見直しに関する事項
　公共下水道事業との使用料体系と同一のため、公共下水道事業で使用料の見直しが
行なわれた場合、或いは事業の最適化検討の結果に応じ使用料を変更する。

その他の取組
　建設改良に伴う財源は、借入利息の動向を踏まえながら、交付税措置のある企業債を
活用するなど適切な財源確保を継続する。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　既に対応可能な民間委託は実施済みであるが、有益になる方策が見込まれる際に
は、適切に検討する。

修繕費に関する事項
　合併処理浄化槽の消耗部品の交換が主な修繕であり、新規の合併処理浄化槽が増
加しているため、修繕費は増加する。耐用年数に近づくにつれて、交換箇所・頻度に伴う
費用の増が見込まれるため財源を確保しておく必要がある。

委託費に関する事項 　委託内容を適宜見直し、経費削減・効率化に努める。

その他の取組
　下水道使用料の徴収を委託している中空知広域水道企業団と連携しながら、収納率
の向上に努める。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　安定した事業継続を目指し、下水道事業が果たすべき役割を遂行していくため、新たな取り組み
や経営状況の変化に対応すべく、進捗管理は毎年度実施し概ね5年ごとに見直しを行う。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。



供用開始年月日   　　平成９年　４月　１日

処理区域内人口 1,440人

計算期間 自R4年4月至R9年3月

（5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

8,510 9,234 0 9,234

0 0 0 0

0 0 0 0

8,510 9,234 0 9,234

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 1,647 1,647 0

0 7,425 7,425 0

3,461 11,962 4,002 7,960

0 271 271 0

3,461 21,305 13,345 7,960

1,066 977 0 977

0 2,026 2,026 0

0 6,336 6,336 0

4,527 30,643 21,706 8,937

8,937

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.03
＜使用料水準についての説明＞

原価計算表

収　入　の　部
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部
金　　　　　　　　額

修 繕 費

手 数 料

委 託 料

そ の 他

維 持 経 費

控 除 対 象 外 消 費 税 額

支 払 利 息

減 価 償 却 費

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

・経営戦略の計画期間内に耐用年数を超える施設が出始めるものの、事業開始以来、公設の浄化槽として保守点検等を通じ予防
　保全的な機器交換や補修等を継続実施しているため、目下更新需要が大きく増大する状況では無いことから資産維持費は未計上。
・算出された原価率は1.03であり、公費負担分（一般会計からの繰入金）によって、上記支出を使用料で賄ている。
・当該事業開始の際、下水道処理区域との公平性を念頭に公共下水道事業と使用料体系と同一設定とする政策としており、公共下水
　道事業に使用料の算定を準じることと滝川市個別排水処理施設条例第12条に規定している。よって、公共下水道事業で使用料の
　見直しが行なわれた場合は、それに合わせて使用料を変更することとなる。

項 目

使 用 料 (X)

項 目

人
件
費

給 料

資
本
費

経
　

費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2度 令和3年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

１． (A) 7,687 7,716 7,683 7,936 8,510 8,832 8,903 9,042 9,206 9,413 9,605 9,767 9,950 10,142 10,341 10,537
(1) 7,687 7,716 7,683 7,936 8,510 8,832 8,903 9,042 9,206 9,413 9,605 9,767 9,950 10,142 10,341 10,537
(2) (B)
(3)

２． 16,667 16,817 18,240 19,620 21,712 21,479 21,845 21,474 22,248 23,266 24,114 25,179 26,291 27,446 28,645 29,886
(1) 12,958 12,945 14,379 15,597 17,611 17,327 17,566 17,100 17,776 18,680 19,418 20,387 21,393 22,439 23,527 24,657

12,958 12,945 14,379 15,597 17,611 17,327 17,566 17,100 17,776 18,680 19,418 20,387 21,393 22,439 23,527 24,657

(2) 631 743 669 778 742 772 809 851 885 919 953 987 1,021 1,055 1,089 1,123
(3) 3,078 3,129 3,192 3,245 3,359 3,380 3,470 3,523 3,587 3,668 3,742 3,806 3,877 3,952 4,029 4,106

(C) 24,354 24,533 25,923 27,556 30,222 30,311 30,748 30,517 31,454 32,679 33,719 34,947 36,241 37,589 38,986 40,424
１． 18,444 20,974 20,377 21,990 22,895 24,356 26,898 27,226 28,341 29,487 30,666 31,880 33,129 34,415 35,741 37,105
(1)

(2) 13,384 15,732 15,008 16,472 16,936 18,147 20,370 20,303 21,105 21,939 22,806 23,707 24,644 25,618 26,631 27,683
416 1,009 1,036 1,048 1,310 1,326 1,364 1,511 1,638 1,799 1,921 2,075 2,179 2,345 2,523 2,705

5,302 5,752 5,783 5,842 5,957 6,593 6,846 7,275 7,439 7,626 7,938 8,156 8,435 8,688 8,916 9,201
7,640 8,150 8,180 8,750 9,660 10,222 11,142 11,476 11,979 12,396 12,816 13,280 13,878 14,405 14,952 15,525

26 821 9 832 9 6 1,018 41 49 118 131 196 152 180 240 252
(3) 5,060 5,242 5,369 5,518 5,959 6,209 6,528 6,923 7,236 7,548 7,860 8,173 8,485 8,797 9,110 9,422

２． 3,048 3,070 3,154 3,204 3,344 3,359 3,305 2,970 2,933 2,914 2,892 2,886 2,893 2,936 3,004 3,088
(1) 2,720 2,623 2,511 2,394 2,278 2,169 2,357 2,047 1,974 1,906 1,844 1,786 1,738 1,725 1,734 1,757
(2) 328 447 643 810 1,066 1,190 948 923 959 1,008 1,048 1,100 1,155 1,211 1,270 1,331

(D) 21,492 24,044 23,531 25,194 26,239 27,715 30,203 30,196 31,274 32,401 33,558 34,766 36,022 37,351 38,745 40,193
(E) 2,862 489 2,392 2,362 3,983 2,596 545 321 179 278 161 181 219 238 241 230
(F) 1
(G) 4 21 163 19 46 46 55 66 46 52 53 54 54 52 53
(H) △ 4 △ 21 △ 163 △ 19 △ 46 △ 45 △ 55 △ 66 △ 46 △ 52 △ 53 △ 54 △ 54 △ 52 △ 53

2,858 468 2,392 2,199 3,964 2,550 500 266 114 231 109 128 165 183 190 177
(I) 356 499 614 768 919 990 3,540 801 814 828 847 864 879 896 913 931
(J) 30,791 33,273 34,960 38,272 44,341 42,724 39,224 37,476 35,686 33,640 30,576 27,691 25,543 23,759 22,626 21,316

709 522 505 1,177 489 829 801 814 828 847 864 879 896 913 931 948
(K) 15,143 17,134 16,370 17,493 21,637 19,715 19,515 20,046 21,137 21,905 22,044 20,915 20,363 20,127 20,294 20,156

6,867 7,183 7,526 7,855 8,141 8,572 8,901 9,299 10,009 10,479 11,032 9,929 9,304 9,005 9,173 9,096

8,276 9,951 8,844 9,638 13,496 11,143 10,614 10,747 11,128 11,426 11,012 10,985 11,059 11,122 11,121 11,060
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 7,687 7,716 7,683 7,936 8,510 8,832 8,903 9,042 9,206 9,413 9,605 9,767 9,950 10,142 10,341 10,537

(N)

(O)

(P) 7,552 7,687 7,716 7,683 7,936 8,510 8,832 8,903 9,042 9,206 9,413 9,605 9,767 9,950 10,142 10,341

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
修 繕 費
手 数 料
委 託 料
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和4年度

（予　算）
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決算 見込 )

１． 5,900 3,700 5,000 12,900 7,400 9,500 10,800 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

２． 229 1,659 2,821 2,012 753 1,440 1,499 1,715 1,811 1,948 1,258 806 1,034 924

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９． 768 480 648 1,680 936 1,104 1,200 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

(A) 6,897 5,839 8,469 16,592 8,336 10,604 12,753 11,890 11,949 12,165 12,261 12,398 11,708 11,256 11,484 11,374

(B)

(C) 6,897 5,839 8,469 16,592 8,336 10,604 12,753 11,890 11,949 12,165 12,261 12,398 11,708 11,256 11,484 11,374

１． 6,696 4,212 5,724 14,649 8,415 10,689 12,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

２． 6,551 6,867 7,183 7,526 7,855 8,141 8,572 8,901 9,299 10,009 10,479 11,032 9,929 9,304 9,005 9,173

３．

４．

５． 500

(D) 13,247 11,079 12,907 22,175 16,270 18,830 21,072 19,401 19,799 20,509 20,979 21,532 20,429 19,804 19,505 19,673

(E) 6,350 5,240 4,438 5,583 7,934 8,226 8,319 7,512 7,850 8,344 8,718 9,134 8,722 8,548 8,021 8,299

１． 20,388 23,927 26,378 28,221 31,142 31,373 33,530 32,156 34,594 34,485 34,007 33,546 32,828 32,820 33,300 34,604

２．

３．

４． 439 276 376 1,049 680 771 873 859 859 859 859 859 859 859 859 859

(F) 20,827 24,203 26,754 29,270 31,822 32,144 34,403 33,015 35,453 35,344 34,866 34,405 33,687 33,679 34,159 35,463

(G)

(H) 150,770 147,603 145,420 150,794 150,339 151,698 153,926 154,425 154,526 153,917 152,838 151,206 150,677 150,773 151,168 151,394

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決算 見込 )

16,036 16,074 17,571 18,842 20,967 20,707 21,035 20,623 21,363 22,347 23,161 24,192 25,270 26,391 27,556 28,763

3,078 3,129 3,192 3,245 3,356 3,380 3,469 3,523 3,587 3,668 3,742 3,806 3,877 3,952 4,029 4,106

12,958 12,945 14,379 15,597 17,611 17,327 17,566 17,100 17,776 18,680 19,418 20,387 21,393 22,439 23,527 24,657

229 1,659 2,821 2,012 753 1,440 1,499 1,715 1,811 1,948 1,258 806 1,034 924

229 1,659 2,821 2,012 753 1,440 1,499 1,715 1,811 1,948 1,258 806 1,034 924

16,265 17,733 20,392 20,854 20,967 20,707 21,788 22,063 22,862 24,062 24,972 26,140 26,528 27,197 28,590 29,687

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補

塡

財

源

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和2年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

北海道　滝川市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

法適用 下水道事業 個別排水処理 L2 非設置 39,264 115.90 338.77 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

- 27.33 1.47 100.00 4,134 572 0.39 1,466.67 【】

経営比較分析表（令和2年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

　使用料収入や他会計補助金等で維持管理費や支払
利息等が賄えているため、経常収支比率は100％以
上であり、累積欠損金はなく単年度赤字もありませ
ん。

　流動比率については、大きな変動はないものの類
似団体と比較して高くなっており、年度末の現金を
含む未収金総額で、翌年度に支払いが発生する起債
償還額を含む流動負債を賄うことができています。

　使用料収入に対して投資額である企業債残高対事
業規模比率は、減少傾向にあります。

　使用料収入で回収できない維持管理費を、政策と
して一般会計からの繰入で賄っておりますが、経費
回収率が100％を下回り、汚水処理原価は類似団体
と比較して高く、設置した浄化槽基数の増加等に伴
い増加傾向にあります。

　有形固定資産減価償却率については、平成9年よ
り実施している事業であり、新設から年数経過が進
んでいる資産は少なく、類似団体と比較すると老朽
化度合いは低率となっています。

　管渠老朽化率と管渠改善率の指標について、この
事業は個別排水処理事業のため、有形固定資産は合
併処理浄化槽であり管渠はないことから、この指標
の数値はありません。

　個別排水処理施設事業は、市が政策の一環とし
て、下水道認可区域外の市民に対しても区域内の市
民と同様に水洗化のサービスを平等に図ることを目
的に開始された事業です。
　そのため使用料は公共下水道利用者の使用料と同
額の設定をしているので、使用料収入で回収できな
い維持管理費については、一般会計からの繰入金で
賄うこととしており、原則的に収支不足は発生しな
い事業となっております。

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 - - - - -

平均値 - - - - -
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⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【97.34】 【214.44】 【140.89】 【780.89】

【81.12】【46.74】【328.08】【48.58】

【33.20】 【-】 【-】


